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観光先進国の実現に向けた海事観光の戦略的推進について 
～海事観光戦略実行推進本部におけるとりまとめを公表～ 

 
 

 
 
 

 

 

○ 昨年 9月 28日付で海事局に設置した「海事観光戦略実行推進本部」では、海事観光推 

進の取組により目指すべき姿として、 

・海事観光分野で観光先進国という政府目標に貢献すること 

・海事観光推進を海事分野の成長のエンジンにすること 

・海事局の進める『C to Seaプロジェクト』を観光面からのアプローチで更に活性化 

することを位置づけ、これらの実現に向けた取組の方向性について、総合的な検討を実施 

してきました。 

 

○ 検討の結果、海事観光のポテンシャルを最大限引き出すため、以下の３つの視点を定

め、それぞれの視点毎に、重点的に進める取組事項等についてとりまとめました。 
 

①海事分野の特性を生かした地方誘客・消費拡大への貢献 

 ・地方誘客を実現する広域周遊の実現、富裕層の誘致に向けた環境整備、離島へのアイランドツーリ 

ズムの推進や「コト消費」を拡大するマリンアクティビティ等の海事観光コンテンツの磨き上げ 等 

②海事観光分野における受入環境整備の更なる推進 

 ・旅行者のインターネット需要に対応した環境整備、受入環境整備の目標設定 等 

③海事観光分野における多様な魅力の発信強化 

 ・日本政府観光局（JNTO）とも連携したインバウンド観光促進のための情報発信強化  

 ・「C to Seaプロジェクト」と連携した国内向け情報発信強化 等                          

 

 ○ 本とりまとめを基に、官民一体となって海事観光推進に向けた環境整備を進め、取組の

深化を着実に推進して参ります。 

 

（別紙） 

・「観光先進国の実現に向けた海事観光の戦略的推進について」とりまとめ 

・「観光先進国の実現に向けた海事観光の戦略的推進について」とりまとめ 参考資料 

 

【お問い合わせ先】  

         国土交通省海事局総務課企画室 近藤、木村 

連絡先:03-5253-8111  内線 43-005・44-422 

直通:03-5253-8605  FAX：03-5253-1642 

 

海事局は、「海事観光戦略実行推進本部」において、海事観光分野で観光先進国の実現に

貢献すべく、インバウンド観光促進を主とした①地方誘客・消費拡大への貢献、②受入環境

整備、③多様な魅力の発信強化の３つの視点により、重点的に進める取組事項等についてと

りまとめました。 


